
【地域支え合い支援事業等業務に係る個人情報の流れ】
（団体登録者情報の管理業務）

新宿区社会福祉事業団
(中落合高齢者在宅
サービスセンター）

Ｚ

団体利用者

（資料１１－１）

・紙の申込書（原本）は、受理・登録後、
すぐに施錠できる金庫（キャビネット）に
保管し、書類毎に受理枚数をカウントす
る。業務終了時には、受理枚数と保管枚
数の確認をする。

②団体登録申込書
の提出
（窓口・郵送・メール・
ＦＡＸ）

⑧団体登録証の
交付
（郵送・窓口）

③団体登録申込書の収受
①団体利用者の
代表者が登録申
込書に記入

⑦団体代表者情報の入力

【委託事業者のパソコン】

Ｚ

新宿区

④団体登録申込書
の送付
（窓口・郵送）

⑤団体登録の承認、
申込書の保管及び
団体登録証の発行

⑥団体登録証の送付・
登録内容の提供
（窓口・郵送）

※個人利用者が施設を利用する際は、窓口で身分証を提示してもらい、新宿区社会福祉事業団
が利用要件（区内在住・６０才以上）を確認し、利用台帳に氏名・電話番号を記録する。閉館時は
利用台帳を施錠できるキャビネットに保管する。

・ID、パスワード認証
・最新のウィルス対策
・外部からの不正アクセス対策
・エクセルのパスワード設定
・ID毎のアクセス制御


